
2024年度　第37回課題別研究会

「部落問題学習」開催要項

１　趣　旨　　部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）の趣旨をふまえ，
部落問題をはじめとするさまざまな人権課題の解決をめざす教育を創造してい
くために講座，実践報告及び研究協議を通して指導方法等の改善・充実を図る。

２　主　催　　鹿児島県人権・同和教育研究協議会，鹿児島県教育委員会

共　催　　鹿児島市教育委員会（予定）

３　日　時 2025年１月29日（水）午前10時10分から午後３時40分まで

４　場　所 　全体会及び第１分散会　

鹿児島市中央公民館　ホール
鹿児島市山下町５－９ ℡ 099-224-4528　【起点：鹿児島】

　　　　　　　第２分散会　　　　　　　
県立図書館　１階　大研修室

　　　　　　　　鹿児島市城山町７－１　℡ 099-224-9511　【起点：鹿児島】
　　　　　　　　※　県立図書館の駐車場は使用できません。
５　参加者 　学校職員，行政職員，保護者　等

６ 日　程
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７　講座及び実践報告

全体会 講座
「みんなで進める部落問題学習」　

県教育庁人権同和教育課　指導主事　　野元　あゆみさん

部落問題学習で大切にしたいことについて，令和５年度版　人権教育研修資料「なくそう差別　築こう

明るい社会」（同和問題基礎資料）を使って学ぶ基礎的な講座。

全体会 実践報告　
「何のために部落問題学習をするのか」　

伊佐市立大口中央中学校　教諭　　 川崎　博史さん

昨年度起こった，「賤称語を使った差別発言」。その事象を通して，差別をなくす主体者としての教職
員の認識を問い直していったとりくみを報告する。

第１分散会　実践報告
「ぼくのそんざいが　うそばっかでくるしいです」　

鹿児島市立清水小学校　 教諭　　 永濱　美貴さん
　　　　　光さん（仮名）の日記に綴られた思いからとりくんだ「もやもや書き」は，子どもたちの胸の内にあるさまざ

まな思いをつないでいった。その後，実践した部落問題学習では, 子どもたちは自分の弱さや苦しさを
伝え合っていった。

第２分散会　実践報告
「この世界や私が住んでいるところが認めあえる人びとであふれるといいなと思いました」

　　～「安心」が拡がる部落問題学習をめざして～
鹿児島市立伊敷台中学校　教諭　　 町　永里香さん

学校で起きた「賤称語を使った差別発言」から，学校全体で部落問題学習の実践を続けている。教



職員も子どもも自分の差別心と向きあい，自分がどんな生き方をしたいか問い直すことを大切にしてと
りくんでいる。

８　申込みについて

⑴　申込方法

県電子申請システムで行います。二次元コード又はＵＲＬから専用フォームに

入ってください。　　［ＵＲＬ］

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/OYjhT6mI

※　名前，所属名，市町村名，メールアドレス等が必要です。
　　※　１つのフォームで５人まで申込みができます。

※　教職員の方は，県電子申請システムに職員番号を入力してくださ
い。研究会終了後，人権同和教育課で全国教員研修プラットフォー
ム（Plant）に研修履歴を登録します。

⑵　申込締切

　　　2025年1月22日（水）

９　参加にあたって

⑴　出席者は，それぞれの学校等における部落問題学習のとりくみの現状や推進上の課題

などを明らかにして，研究協議に参加してください。協議の柱は，県教育委員会ホーム

ページに2025年１月14日（火）に掲載します。

　　　鹿児島県＞教育・文化・交流＞学校教育＞人権同和教育＞課題別研究会

⑵　教職員及び教育行政職員は，令和５年度版　人権教育研修資料「なくそう差別　築こ

う明るい社会」（同和問題基礎資料）を準備してください。
なお，県教育委員会ホームページからダウンロードすることもできます。

鹿児島県＞教育・文化・交流＞学校教育＞人権同和教育＞人権教育研修資料（令和３年度以降）

当日，欠席する場合は，管理職を通じて人権同和教育課に連絡をしてください。

⑶　荒天等により開催方法が変更になる場合は，2025年１月27日（月）正午までに県教

育委員会ホームページでお知らせします。

鹿児島県＞教育・文化・交流＞学校教育＞人権同和教育＞課題別研究会

⑷　当日の弁当注文はありません。昼食は各自用意してください。
なお，中央公民館ホールは昼食会場として利用できます。

⑸　本研究会では，県立図書館の駐車場は使用できません。

※　身体的な理由等で駐車場利用を希望する場合は，事前に県同教にご相談ください。　




